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４．排水基準

  有害物質の一律排水基準

有 害 物 質 の 種 類 許  容  限  度

カドミウム及びその化合物 カドミウム  ０．０３ ㎎／L

シアン化合物 シアン        １      ㎎／L

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、
       メチルジメトン及びＥＰＮ）

            １     ㎎／L

鉛及びその化合物 鉛         ０．１ ㎎／L

六価クロム化合物 六価クロム    ０．５ ㎎／L

砒素及びその化合物 砒素         ０．１ ㎎／L

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀       ０．００５ ㎎／L

アルキル水銀化合物 検出されないこと

ＰＣＢ           ０．００３ ㎎／L

トリクロロエチレン              ０．１ ㎎／L

テトラクロロエチレン                 ０．１  ㎎／L

ジクロロメタン                ０．２ ㎎／L

四塩化炭素               ０．０２ ㎎／L

1,2－ジクロロエタン               ０．０４  ㎎／L

1,1－ジクロロエチレン                 １ ㎎／L

シス-1,2- ジクロロエチレン               ０．４  ㎎／L

1,1,1- トリクロロエタン                  ３ ㎎／L

1,1,2- トリクロロエタン               ０．０６  ㎎／L

1,3- ジクロロプロペン               ０．０２  ㎎／L

チウラム               ０．０６  ㎎／L

シマジン               ０．０３  ㎎／L

チオベンカルブ               ０．２  ㎎／L

ベンゼン               ０．１  ㎎／L

セレン及びその化合物 セレン        ０．１  ㎎／L

ほう素及びその化合物 海域以外に排出する場合
  ほう素    １０ ㎎／L
海域に排出する場合
   ほう素  ２３０ ㎎／L

ふっ素及びその化合物 海域以外に排出する場合
  ふっ素     ８ ㎎／L
海域に排出する場合
    ふっ素     １５ ㎎／L

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及
び硝酸化合物

（アンモニア性窒素に0.4を乗じ
たもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性
窒素の合計量）
              １００ ㎎／L

１,４－ジオキサン        ０．５ ㎎／L


